
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新たたなな中中期期的的計計画画のの方方向向性性  

  
 

 

平成 22 年４月 

横 浜 市 

 



 

  

 

  

目   次 
 

はじめに ··························································· 1 頁 

 

第 1 章 本市を取り巻く課題 ········································· 2 頁 

Ⅰ 本市を取り巻く状況 ··········································· 2 頁 

1 「人口減少・少子高齢」社会 ·································· 2 頁 

2 経済の状況 ·················································· 2 頁 

3 地球環境の状況 ·············································· 4 頁 

4 市民生活の状況 ·············································· 4 頁 

5 地方分権の進展と地方自治制度改革 ···························· 6 頁 

6 市政運営の状況 ·············································· 6 頁 

7 本市財政の状況 ·············································· 7 頁 

8 本市が持つ「強み」 ·········································· 9 頁 

9 新たな中期計画に向けて ······································ 9 頁 

Ⅱ 「横浜市中期計画」の検証 ···································· 10 頁 

1 「横浜市中期計画」の検証にあたって ························· 10 頁 

2 現計画の達成状況 ··········································· 10 頁 

3 現計画の達成状況の分析 ····································· 13 頁 

4 新たな中期的計画に向けて ··································· 19 頁 

 

第 2 章 新たな中期的計画の方向性 ·································· 20 頁 

1 新たな中期的計画の計画期間・位置づけ・あり方 ··············· 20 頁 

2 新たな中期的計画に向けて ··································· 21 頁 

 

第 3 章 新たな中期的計画の策定において議論が必要な、主な政策課題  · 28 頁 

1 政策の考え方と、議論が必要な政策課題 ······················· 28 頁 

2 喫緊の課題に対する取組 ····································· 30 頁 

3 主な政策課題 ··············································· 36 頁 

 

新たな中期的計画の策定スケジュール ································ 51 頁 



 

1 

 

 

はじめに 

 

～新たな中期的計画を策定します～ 

 

  横浜市では、「横浜市基本構想」（長期ビジョン。期間は、2025 年頃までの概ね 20

年間を想定）で示されている都市像「市民力と創造力により『横浜らしさ』を生み出

す都市」と、これからの市政の基本となる「5 つの方向性」の実現に向けて、「横浜市

中期計画 平成 18～22 年度」の次の実施計画となる、新たな中期的計画を、22 年度に

策定します。 

  厳しい経済状況や少子高齢社会の進展などにより、様々な影響や不安が市民生活に

広がっています。このような市民生活の不安への対応や、地域経済の活性化、環境問

題への対応など、本市が取り組むべき課題は、様々なものがありますが、今回、取り

まとめた『新たな中期的計画の方向性』の中では、これらの様々な課題に対する、基

本的な方向性を示しました。 

新たな中期的計画の策定にあたっては、この『新たな中期的計画の方向性』を出発

点として、一人でも多くの市民の方々と議論を重ね、おもてなしの心を持った市政運

営の基本となる、計画を策定していきたいと考えています。 

 

 

平成22年 4月 1日  
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横浜市中期計画

7つの重点政策
10の重点行財政改革
（11の成果指標）

26の基本施策
（34の成果指標）

30の取組の方向

120の重点事業
（208の指標）

117の重点取組
（146の指標）

重点政策 重点行財政改革

Ⅱ 「横浜市中期計画」の検証  

１ 「横浜市中期計画」の検証にあたって 

 

（１）横浜市中期計画の検証の必要性 

   横浜市中期計画（以下、現計画）では、毎年度、重点事業及び重点取組の進ちょく

状況を確認していますが、計画的な市政運営のためには、数値目標の進ちょく管理だ

けでなく、実際の事業効果や課題を検証し、次の計画につなげていくことが必要です。

現計画の最終年度である 22 年度を迎えるにあたり、以下、現計画の達成状況を概観、

分析を行い、新たな中期的計画に向けた課題と対応の考え方を整理します。 

 

（２）横浜市中期計画について 

現計画は、基本構想で示されている「市民力と創造力により新しい『横浜らしさ』

を生み出す都市」を実現するための、18 年度から 22 年度を計画期間とする、最初の

5か年計画です。 

現計画では、5か年で目指す姿や目標、これを実現するための重点的な施策・事業

や行財政面での取組を示しています。 

 ア 現計画の構造（右図参照） 

・7つの「重点政策」と 10 の「重点行財 

政改革」から構成 

・「基本施策」及び「重点行財政改革」ご

とに 5 か年で目指すべき姿・指標とし

ての「達成目標（成果指標）」を提示、

「重点事業」及び「重点取組」ごとに 5

年後の「目標（指標）」を設定 

   イ 計画の進行管理 

     基本施策、重点行財政改革の「達成目標（成果指標）」及び重点事業、重点取

組の「目標（指標）」の進ちょく状況（見込み）を本市都市経営局ホームページ

で公表しています。（http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/seisaku/newplan/h18） 

２ 現計画の達成状況 

 

（１）目標（指標）に対する達成状況（「22年度末進ちょく見込み」による、以下同じ。） 

全目標の平均進ちょく率（平均）は 85.6％、重点政策では、84.3％、重点行財政

改革では 87.5％となっています。また、全目標（354 目標）のうち、239 目標が、計

画目標を達成する見込みです。 

http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/seisaku/newplan/h18
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84.6%

92.1%

79.1%

92.1%

91.7%

80.0%

77.0%

84.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

1 セーフティ都市戦略

2 子ども未来戦略

3 いきいき自立戦略

4 駅力・地域力戦略

5 横浜経済元気戦略

6 ヨコハマ国際戦略

7 環境行動都市戦略

予定進ちょく率平均

【表 1：中期計画全目標の進ちょく見込み】          （   ）内は構成比 

予定進ちょく率 
22 年度末見込み 

重点政策 a 重点行財政改革 b 合  計 c=a+b 

100％以上 131 目標 (62.9%) 108 目標 (74.0%) 239 目標 (67.4%) 

80％以上 100％未満 22 目標 (10.6%) 15 目標 (10.3%) 37 目標 (10.5%) 

60％以上 80％未満 25 目標 (12.0%) 4 目標 (2.7%) 29 目標 (8.2%) 

40％以上 60％未満 12 目標 (5.8%) 6 目標 (4.1%) 18 目標 (5.1%) 

20％以上 40％未満 5 目標 (2.4%) 6 目標 (4.1%) 11 目標 (3.1%) 

0％超 20％未満 2 目標 (1.0%) 0 目標 (0.0%) 2 目標 (0.6%) 

0％以下 11 目標 (5.3%) 7 目標 (4.8%) 18 目標 (5.1%) 

合    計 208 目標 (100.0%) 146 目標 (100.0%) 354 目標 (100.0%) 

予定進ちょく率（平均） 84.3% 87.5% 85.6% 
＊「予定進ちょく率（平均）」は各目標の予定進ちょく率が 100％を超える又は 0％未満の場合、 
それぞれ「100％」「0％」として合算し、単純平均により算出しています。 

 

（２）重点政策の進ちょく見込み 

7 つの重点政策別にみると、「子ども未来戦略」「駅力・地域力戦略」「横浜経済元

気戦略」が 90％以上の予定進ちょく率となっている一方、「いきいき自立戦略」「環

境行動都市戦略」では 80％未満となっています。 

【図 1：7つの重点政策別の 22年度末予定進ちょく率の状況】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重点行財政改革の進ちょく見込み 

10 の重点行財政改革別では、「職員と組織の力が最大限に発揮される市役所」「新

たな財政運営の取組」の予定進ちょく率が 100％となっている一方、「地域支援とサ

ービスの充実」「横浜の活性化に向けた財政基盤の強化」は80％未満となっています。 
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【図 2：10の重点行財政改革別の 22 年度末予定進ちょく率の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）市民意識調査の結果 

ア 重点政策関連 

市民意識調査（図 3）で、重点政策に関連して「目指す都市の実現に向けた取組」

を聞いたところ、「進んでいる・ある程度進んでいる」と回答している割合が「進

んでいない・あまり進んでいない」を上回ったのは、「暮らしの安心・安全を守る

制度が整い、安心して暮らせる都市」、「地域の魅力を生かした快適で暮らしやすい

都市」、「世界に貢献し、競争力のある創造性あふれる都市」、「水や緑を守り育て、

地球環境の保全に貢献する都市」の 4項目となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 重点行財政改革関連 

市民意識調査で、重点行財政改革に関連して「横浜市が取り組む改革」について

聞いたところ、「分からない」がすべての項目で多くなっています。 

その中で、「区役所の窓口サービスが充実している」については、「そう思う」が

 

84.4%

95.0%

79.9%

90.5%

84.9%

100.0%

96.7%

65.2%

89.6%

100.0%

87.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

1 市民ニーズを基準とする運営

2 協働を基本姿勢とする運営

3 地域支援とサービスの充実

4 ビジョンを明確にした経営改革

5 最適な主体・手法による

サービスの提供

6 職員と組織の力が最大限に

発揮される市役所

7 外郭団体の自主的・

自立的経営の促進

8 横浜の活性化に向けた

財政基盤の強化

9 行政コストの適正化と

財政健全化の取組

10 新たな財政運営の取組

予定進ちょく率平均

 

【図 3：平成 21 年度横浜市民意識調査 「目指す都市の実現に向けた取組」】 

 横浜市では、次のような都市を目指してさまざまな施策に取り組んでいますが、あなたは、これら
の都市の実現に向けて進んでいると思いますか。（○はそれぞれ１つ）                n=3,807 

【1 セーフティ都市戦略】 

【2 子 ど も 未 来 戦 略】 

【3 いきいき自立戦略】 

【4 駅力・地域力戦略】 

【5 横浜経済元気戦略】 

【6 ヨコハマ国際戦略】 

【7 環境行動都市戦略】 

（関連する重点政策） 

資料：「横浜市民意識調査」 
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「そう思わない」を上回っています。 

また、「市役所、区役所において、職員の意欲や能力が十分に発揮されている」

については、「そう思わない」の割合が最も大きく（34.8％）なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）計画事業費に対する実際の計上状況 

計画期間中の概算事業費に対する、中期

計画重点事業の計画期間5か年の合計額（18

～20 年度決算額及び 21・22 予算額の合計

額）は、1兆 980 億円（対計画期間中の概算

事業費の 103.0％）となっています。 

 
 

３ 現計画の達成状況の分析 

 

（１）重点政策について 

ア 事業費の計上状況 

計画期間中の概算事業費に対する、実際の計上状況（表 2）は 103％となってお

り、計画どおりの事業費を確保できたように見えます。 

しかし、計画策定時の概算事業費を上回ったのは、重点政策のうち、「横浜経済

元気戦略」のみとなっています。これは、20 年度後半以降の社会経済情勢の悪化

に対応するため、緊急経済対策を実施したことにより、重点事業「中小企業金融支

援策と横浜型債権市場の推進」の事業費を大幅に増額したことによるものです。 

この要因を除くと、計画期間中の概算事業費に対する、計上状況（表 2-2）は、

88.7％となっています。後述（（3）財政見通しについて）するように、計画当初に

想定したよりも、市税収入が大きく落ち込んだ結果、全体としては、計画策定時の

概算事業費を確保できませんでした。 

【表 2：中期計画重点事業の進ちょく状況】 
（単位：億円）

計画期間中の
概算事業費①

5か年計②
（18～22年度）

進ちょく状況
②/①

1,452 1,190 82.0%

791 753 95.2%

91 69 75.8%

1,143 1,004 87.8%

2,384 3,639 152.6%

1,439 1,146 79.6%

1,385 1,053 76.0%

8,685 8,853 101.9%

1,977 2,127 107.6%

10,662 10,980 103.0%

特別会計・企業会計

全会計

3　いきいき自立戦略

4　駅力・地域力戦略

5　横浜経済元気戦略

6　ヨコハマ国際戦略

7　環境行動都市戦略

合計(一般会計)

1　セーフティ都市戦略

2　子ども未来戦略

重点政策

【図４：平成 21 年度横浜市民意識調査 「横浜市が取り組む改革」】 

 

次の横浜市が取り組んでいる改革について、あなたはどう思いますか。（○はそれぞれ１つ）  n=3,807 

【1 市民ニーズを基準とする運営】 

【2 協働を基本姿勢とする運営】 

【3 地域支援とサービスの充実】 

【4 ビジョンを明確にした経営改革】 

【5 最適な主体・手法によるサービスの提供】 

【6 職員と組織の力が最大限に発揮される市役所】 

【7 外郭団体の自主的・自立的経営の促進】 

【8 横浜の活性化に向けた財政基盤の強化】 

【10 新たな財政運営の取組】 

【9 行政コストの適正化と財政健全化の取組】 

（関連する重点行財政改革） 

資料：「横浜市民意識調査」 

 



 

第１章 本市を取り巻く課題 

 

 14 

   【表 2-2：中期計画重点事業の進ちょく状況の詳細】      （単位：億円） 

  
計画期間中の
概算事業費 

5 か年合計 
（18～22 年度） 

進ちょく状況 

横浜経済元気戦略 2,384 3,639 152.6% 

 「中小企業金融支援策と横浜型債権市場の推進」除く 94 82 87.2% 

一般会計 計 8,685 8,853 101.9% 

 「中小企業金融支援策と横浜型債権市場の推進」除く 6,395 5,296 82.8% 

全会計 計 10,662 10,980 103.0% 

 「中小企業金融支援策と横浜型債権市場の推進」除く 8,372 7,423 88.7% 

 

イ 目標値に対する進ちょく状況 

20 年度後半からの社会経済情勢の悪化により、計画していた事業費の確保が困

難になったことや、計画策定時からの市民ニーズの変化に対応するため、21 年度

から、「目標の 100％達成にこだわらない、柔軟な進ちょく管理」を行いました。 

この結果、各重点事業の目標値に対する、22 年度末予定進ちょく率（平均）は

84.3％となっており、目標値を達成できないものが 208 目標中、77 目標（37％）

となっています。しかし、「中小企業金融支援策と横浜型債券市場の推進」を除く

と、計画していた事業費の 88.7％（表 2-2）しか確保できなかった中では、概ね順

調な達成状況といえます。 

さらに、前計画（横浜リバイバルプラン。計画期間は 14～18 年度）の目標未達

成事業は、116 事業中 58 事業（50％）であったことから、社会経済情勢が激変し

た中では、前計画と比較しても良好な達成状況であったと評価できます。 

 

ウ 7 つの重点政策ごとの主な課題 

 セーフティ都市戦略【重点政策 1】 

予定進ちょく率（平均）は 84.6％となっており、重点政策の中でも決して低

くはありませんが、「Ⅰ 本市を取り巻く状況」で前述したように、市民の生活に

対する不安感は高まっています。 

目標達成見込み数は全 50 目標中 25 目標（50.0％）にとどまっており、目標未

達成の中には、社会経済情勢の変化に伴う財政状況の悪化の影響を受けたもの

（例：地域ケアプラザ整備数）があります。 

この分野への市民の要望は高いことから（19 頁、図 5）、社会経済情勢の変化

にも柔軟に対応しながら安心・安全のための取組を進める必要があります。 
主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

がん対策の推進（がん検診受診者数） 269,466 人/年 402,400 人/年 356,200 人/年 

地域ケアプラザ整備（竣工）数 101 か所 134 か所 123 か所 

特別養護老人ホーム整備数（床） 8,812 床 13,307 床 13,207 床 

小規模多機能型居宅介護事業所整備数 － 222 か所 63 か所 

 
 

 子ども未来戦略【重点政策 2】 
7 つの重点政策の中で最も高い予定進ちょく率（92.1％）となっています。し

かし、市民意識調査（図 3）を関連する重点政策別でみると、「どちらともいえ
ない・わからない」が 5割を超えていますが、「進んでいる・ある程度進んでいる」
と感じている割合は、7つの重点政策中5番目となっています。 
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重点事業「保育所整備」についてみると、

計画目標値以上に定員を増やし、積極的に
取り組んでいますが、保育所待機児童は増
えている状況にあります（右図参照）。 

これは、取組の成果が市民ニーズの変化

に追いついておらず、結果として市民の実

感につながらないという、現計画の課題の

一つを示しています。 

今後も、待機児童の解消に向けた取組を

継続し、安心してこどもを産み、育てる環

境を整える必要があります。 

主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

地域子育て支援拠点の設置（拠点数） 1 か所 18 か所 17 か所 

保育所整備（定員数） 32,994 人 約 38,000 人 39,375 人 
スクールサポートの拡充 
（非常勤講師の配置数） 38 名/年 100 名/年 150 名/年 

 

 

 いきいき自立戦略【重点政策 3】 

予定進ちょく率は、7つの重点政策の中で 2番目に低い 79.1％となっているこ

とから、事業全体の進ちょくに課題があります。また、市民意識調査（図 3）を

関連する重点政策別でみると、「どちらともいえない・わからない」が 5 割を超

えていますが、「進んでいる・ある程度進んでいる」と感じている割合は、最も

低くなっています。 

目標未達成の事業の中には、セーフティ都市戦略同様、社会経済情勢の変化に

大きな影響を受けたもの（例：各区のスポーツ需要に応じた公園の整備数）があ

ります。 
主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

児童相談所の増設（か所数） 3 か所 4 か所 4 か所 

文化芸術による地域づくり事業数 － 72 事業 58 事業 

各区のスポーツ需要に応じた公園の整備数 － 6 か所 0 か所 

 

 

 駅力・地域力戦略【重点政策 4】 

子ども未来戦略と並んで、7 つの重点政策の中で最も高い予定進ちょく率

（92.1％）となっています。 

市民意識調査（図 3）の関連する重点政策について、子ども未来戦略と比較す

ると、「進んでいる・ある程度進んでいる」と感じている割合が、10 ポイント以

上上回っており、全体として市民の実感に結び付く成果を残しています。 
主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

エリアマネジメントの仕組みづくりが
進んでいる地区数 － 12 地区 40 地区 

戸塚駅 市街地再開発事業 都市計画変更済み 

第１交通広場・商業
施設完成、第２交
通広場・公益施設
事業着手 

第１交通広場・商
業施設完成、第２
交通広場・公益
施設事業着手 

鉄道ネットワーク 事業進ちょく 
（4号線：グリーンライン） 事業中 完成 完成 

 

 

保育所定員数と待機児童の推移 

29,888 32,994 33,944 35,582 36,871

643
576

707

1,290

353

25,000

30,000

35,000

40,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

0

500

1,000

1,500

保育所定員 待機児童数

（人） （人）

 

 

 

資料：「21年4月1日現在の保育所待機児童数」 
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 横浜経済元気戦略【重点政策 5】 

計画期間中に中小企業への制度融資枠を 5,991 億円増やし、計画目標値を上回

って事業を実施するなど、20 年度後半以降の社会経済情勢の悪化に対応してき

た結果、予定進ちょく率も 91.7％と高くなっています。 

市民意識調査（図 3）を関連する重点政策別でみると、「進んでいる・ある程

度進んでいる」と感じている割合は、7 つの重点政策中 6 番目となっています。

また、依然として、市内企業の景況感は低水準で推移しており、進ちょく率は高

くなっていますが、市民や企業の実感として表れていないことから、地域経済の

活性化に引き続き取り組んでいく必要があります。 
主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

誘致・新規立地企業数 
49 件 

（17 年度実績） 
250 件 250 件 

制度融資枠 
2,508 億円 
（15～17 年度） 

5,410 億円 8,499 億円(累計) 

横浜版 SBIR 開発件数 4 件 20 件以上 
27 件 

(18～22 年度累計) 

 

 

 ヨコハマ国際戦略【重点政策 6】 

予定進ちょく率は、7 つの重点政策の平均を下回っています（80.0％）。目標未達

成の事業の中には、セーフティ都市戦略、いきいき自立戦略同様、社会経済情勢

の変化に影響を受けたもの（例：映像コンテンツ系企業等立地助成件数）があります。 

「コンベンション参加者数」についてみると、計画目標値を達成していますが、

本市の魅力を高め続け、今後も人や企業を引きつけていくためには、本市の強み

である「港」や「国際性」を生かし、観光コンベンションの確立や港湾機能を強

化することが求められています。 

主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

コンベンション参加者数 202 万人/年 225 万人/年 225 万人/年 

映像コンテンツ系企業等立地助成件数 2 件 10 件（累計） 7 件（累計） 

横浜環状道路等整備 事業中 事業中 事業中 

 

 

 環境行動都市戦略【重点政策 7】 

Ｇ30 の取組によるごみの減量や、横浜みどり税の導入など、順調に進んでいる

事業もあり、市民意識調査の関連する重点政策別で、「進んでいる・ある程度進ん
でいる」と感じている割合は、7つの重点政策の中で一番高くなっています（図3）。 
しかし、計画目標値に対しては、7 つの重点政策の中で最も低い予定進ちょく

率（77.0％）となっており、事業全体の進ちょくに課題があります。地球温暖化
対策や、水・緑の保全など地球環境への対応は、今日的課題として、引き続き取
り組んでいく必要があります。 

主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

特別緑地保全地区指定面積 165ha 288ha 238ha 

緑の環境整備のための新たな財源 検討中 新たな財源確保 新たな財源確保 

ごみ量（対 13 年度削減率） 
106 万 3 千 t/年 

（▲33.9％） 
104 万 t/年 

（▲35％） 
94 万 9 千 t/年 

（▲40％）※20年度実績 
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（２）重点行財政改革について 

ア 目標値に対する進ちょく状況 

重点行財政改革の各重点取組の目標値に対する、22 年度末予定進ちょく率（平

均）は 87.5％、また、146 目標中、108 目標（74.0％）が目標を達成する見込みと

なっていることから、概ね順調な達成状況であると評価できます。 

 

イ 重点行財政改革の分野ごとの主な課題 

 運営分野（重点行財政改革 1～7） 

計画目標値に達しなかったものは、全 125 目標中 29 目標（23％）となってい

ます。計画目標値を達成しなかった取組の中には、予算等の制約から目標値に達

しなかったもの（例：協働型フリーペーパーの発行部数）、市民の理解を得るな

どの理由により丁寧に進めた結果、目標値に届かなかったもの（例：市立保育所

の民間移管の推進）や、計画策定当初は試みとして導入したものの、数年の後に

取組の見直しがなされたもの（例：横浜型市場化テストの導入）があり、運営分

野における目標の立て方には、課題を残しています。 

重点行財政改革の取組については、市民意識調査（図 4）からも、市民にとっ

て分かりづらいものとなっていることがうかがえます。行財政改革を引き続き進

めていくにあたっては、市民目線に立って、改革の成果が市民の実感として伝わ

るよう取り組んでいくことが必要です。 

また、運営分野の目標については、行財政改革の手法を細かく設定しているも

のが多いため、実際の取組において裁量の余地が少なかったことも課題の一つと

なっています。 

主な取組・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 

協働型フリーペーパーの発行部数 － 120 万部（年間） 60 万部（年間） 
市民活動などを始める機会となる事業
への参加者数 

約 5,000 人 
毎年、前年度比 

15％アップ 
前年度比 15％ 

アップ 
区役所休日開庁の全区展開（平日を
100％とした場合の休日利用者数の割合） 

－ 40％ 53％ 

市立図書館のあり方検討（指定管理
者制度の導入） 

－ 1 館 1 館 

横浜型市場化テスト（仮称）の導入 － （目標未設定） 検討 

市立保育所の民間移管 8 園 28 園程度 24 園（累計） 

学校給食調理業務の民間委託校数 23 校 125 校 125 校（累計） 

職員定数の見直し － 
（17 年度比） 

1,900 人以上の減 
（17 年度比） 
2,677 人の減 

 

 財政分野（重点行財政改革 8～10） 

計画目標値に達しなかったものは、全 21 目標中 9 目標（43％）となっていま

す。計画目標値を達成しなかった取組には、「市税収納率の向上」などがあり、

主として 20 年度後半以降の社会経済情勢の悪化が要因となっています。「一般会

計等の市債発行額の抑制」についても、市税収入が大幅に減尐したため、緊急避

難的に市債を活用したことにより、目標を達成することができませんでした。 

重点政策同様、重点行財政改革における財政分野においても、計画目標値の達

成に対し、社会経済情勢の変化が大きく影響したといえます。 
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主な事業・目標（指標） 17 年度末現状値 22 年度末目標値 22 年度末見込み 
市税収納率（滞納繰越分を含む）
の向上 96.2％ 97.6％ 97.0％ 

公共事業コストの縮減 
（PFI 導入（契約）事業数） 

3 事業 
（15～17年度） 

8 事業 
（18～22 年度） 

4 事業 
（18～22 年度） 

一般会計等の市債発行額の抑制 

（計画期間中の市債発行額） 
－ 

19～22年度の発行 
合計額6,228億円以内 

19～22年度の発行
合計額 6,357 億円 

 

（３）財政見通しについて 

計画策定時の財政見通しに比べ、実際の予算においては、歳入・歳出の予算規模が

拡大しました。これは、計画策定時に見込んでいなかった子ども手当の支給開始や、

緊急経済対策として行った、中小企業融資事業等の大幅な増額によるものです。これ

らの特殊要因を控除すると、歳入予算は 1,080 億円、歳出予算は 1,860 億円それぞれ

縮小しています。特殊要因を除く予算規模の縮小は、20 年度後半以降の社会経済情

勢の悪化による市税収入の減尐が主な要因で、この対応のため、緊急避難的な市債活

用や財政調整基金繰入を行っていますが、重点事業を含む歳出の抑制も行ったことで

歳入、歳出ともに縮小しました。 

   また、計画策定時は、扶助費などの義 

務的経費の増加による、780 億円の収支 

不足のほかに、重点事業の実施に必要な 

追加財源 830 億円を合わせ、1,610 億円 

の収支不足を見込んでいました。 

   計画上は、この収支不足を、人件費を 

はじめとする歳出の抑制で対応する想定 

でしたが、実際の予算においては、この 

収支不足に加え、市税収入の減尐に対応 

する必要があったことから、前述したよ 

うに、重点事業の計上についても、抑制せざるを得ませんでした。このように、計画

で見込んだ事業費を計上できなかったことは、計画目標値達成に影響を与えています。 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな中期的計画においては、社会経済情勢等の変化が生じた場合にあっても、計

画の実効性を確保するための柔軟な対応ができるようにすることが必要です。 

そこで、新たな中期的計画においては、現計画のように、個々の事業と、その事業

費を積み上げた形ではない、新たな計画の姿が求められています。 

重点政策
計画期間中の
概算事業費
①　（億円）

５か年計

②　（億円）

事業費ベースでの
進ちょく状況

②/①

目標値に対する
進ちょく状況

1 セーフティ都市戦略 1,452 1,190 82.0% 84.6%
2 子ども未来戦略 791 753 95.2% 92.1%
3 いきいき自立戦略 91 69 75.8% 79.1%
4 駅力・地域力戦略 1,143 1,004 87.8% 92.1%
5 横浜経済元気戦略 2,384 3,639 152.6% 91.7%
【中小企業金融支援策等※除く】 【94】 【82】 【87.2%】 【93.0％】

6 ヨコハマ国際戦略 1,439 1,146 79.6% 80.0%
7 環境行動都市戦略 1,385 1,053 76.0% 77.0%

合計（一般会計） 8,685 8,853 101.9% (平 均)　84.3%
【中小企業金融支援策等※除く】 【6,395】 【5,296】 【82.8%】 【84.4％】  

（単位：億円）

見通し 予算
歳入累計① 65,890 67,230 1,340 (△ 1,080)

36,510 35,460 △ 1,050
0 160 160

うち市債 5,570 5,930 360
うち特定財源 17,880 19,730 1,850 (△ 550)

歳出累計② 66,670 67,230 560 (△ 1,860)

13,750 14,040 290 (△ 180)

11,600 13,390 1,790 (△ 160)

11,700 10,540 △ 1,160

△ 780 0 780

△ 830

△ 1,610

差引（特殊要因控除後）

うち市税

うち財政調整基金繰入

重点事業追加財源

策定時収支不足額

収支不足額①-②

うち扶助費

うち行政運営費

うち施設等整備費

歳出抑制により対応
 

 

【表３】見通しと予算の比較 

【表４】事業費ベースでの進ちょく状況と目標値に対する進ちょく状況 
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4 新たな中期的計画に向けて 

 

（１）重点政策及び重点行財政改革について 

   「Ⅰ 本市を取り巻く状況」で前述したように、本市の経済状況や市民生活、特に

こどもを取り巻く環境など、依然として厳しい状況にあります。現計画では、これら

の課題に対し、事業によっては目標値を上回る取組を行いましたが、引き続き対応が

求められています。地球環境の悪化に対しても、現計画の達成状況は低くなっている

ことから、引き続き取り組んでいくことが必要です。 

さらに、市民意識調査（図 5）によると、今後、最も重点を置くべきものとして、「暮

らしの安心・安全を守る制度や対策が整い、安心して暮らせる都市」が挙げられています。

関連する重点政策の「セーフティ都市戦略」の予定進ちょく率は、決して低いものではあ

りませんが、市民が、暮らしの安全安心を望んでいる姿が浮かび上がってきます。 

また、行財政改革については、市民目線に立ち、改革の成果が市民に分かりやすく

実感されるよう、引き続き取り組んでいくことが必要です。 
 

【図 5：平成 21 年度横浜市民意識調査 「目指す都市の実現に向けて重点を置くべきもの」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）計画のあり方について 

現計画には、個々の事業や取組の計画目標値に対する進ちょくが進んでいても、そ

の成果が市民に分かりづらい、成果が実感されにくいという課題があります。 

また、計画策定後も社会経済情勢や市民ニーズは変化していくことから、これらの

変化に柔軟に対応できるような計画とすることも重要なポイントとなっています。 

新たな中期的計画の策定にあたっては、これらの課題に対応できるよう、次の視点

を持つことが必要です。 

   ・市民にとって分かりやすく、成果が実感できる目標（指標）の設定 

   ・社会経済情勢や市民ニーズの変化に柔軟に対応できる計画とすること 

   ・市民ニーズの変化を肌で感じる、現場が動きやすい計画とすること 

 

 

今後、市がその都市の実現に向けて最も重点を置いていくべきだと思うものに◎、そ
の次に重点を置くべきものに○をしてください（◎○は１つずつ）         n=3,807 

【7 環境行動都市戦略】 

【2 子ども未来戦略】 

【3 いきいき自立戦略】 

【4 駅力・地域力戦略】 

【5 横浜経済元気戦略】 

【6 ヨコハマ国際戦略】 

【1 セーフティ都市戦略】 

（関連する重点政策） 

資料：「横浜市民意識調査」 
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（1）成長戦略～本市が将来にわたり元気であり続けるために～ 
 
本市を取り巻く状況からは、様々な課題が浮か

び上がってきますが、現下の課題に対応するだけ

ではなく、本市が将来にわたり元気であり続ける

ために必要な政策については、中長期的な視点を

持って、今のうちから着手することが必要です。

そこで、新たな中期的計画の中では、将来に向け

て種をまくための、成長戦略にも取り組んでいき

ます。 

 

  ア 成長戦略が必要となる背景 

   ・「少子・高齢」社会の進展 

     今後、生産年齢人口が減尐していく中にあっても、経済規模が縮小傾向に陥 

らず、活力を維持して行くためには、本市が、人や企業を惹きつけ、将来にわた

り元気であり続けるための取組が求められています。 

   ・閉塞感に包まれた社会経済情勢 

     デフレの進展や厳しい雇用情勢

などを要因として、経済状況の先行

きは不透明な状況にあり、人々の生

活不安は高まっています。このよう

な閉塞感を打ち破り、本市が、将来

にわたり元気であり続けるための

取組が求められています。 

 

  イ 成長戦略の視点 

    本市が、将来にわたり元気であり続けるための政策を、次の３つの視点を持っ

て今後検討していきます。 
 

   ・本市が持つ「強み」の活用 

    国際港都としての魅力と活力、便利で快適な住環境、367 万人の市民が持つ力は、

本市が持つ「強み」です。中長期的な視点を持って、この「強み」をさらに伸ば

し、人や企業、モノが集う街へと成長させていきます。 
 

   ・新しいニーズの取り込み 

    環境や健康・医療などの分野において、新たな需要が増加しています。本市の

経済規模を活かしつつ、これらの需要を取り込み、中長期的な視点を持って、新

たな産業を育成していきます。 
 

   ・未来を担う、こどもへの投資 

    こどもは、本市の未来を担う「宝」です。教育をはじめとして、政策効果の発

現に時間がかかるため、中長期的な視点を持って、こどもへの投資を行います。 
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心配ごとはない

自分の病気や老後のこと

家族の健康や生活上の問題

景気や生活費のこと

仕事や職場のこと

 

＜心配ごとの経年変化＞ 

資料：「横浜市民意識調査」 
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～コラム～「基本構想とは」 

「横浜市基本構想」（長期ビジョン。18 年 6 月策定）は、地方自治法に規

定される、横浜市の「基本構想」に位置づけられるもので、横浜市の様々な

計画などの最上位に位置づけられる、市政運営の根本となる指針です。概ね

2025 年頃までを展望した、横浜市が目指すべき都市像を描いています。 

新たな中期的計画は、この基本構想で示されている都市像「市民力と創造

力により『横浜らしさ』を生み出す都市」を具体化していくための、実施計

画となります。 

 

 

 

 

 

横浜は、平和や人権の尊重を基調として、世界との窓口として歴史的に果たしてき

た役割を常に認識しながら、知恵と活力を最大限に発揮し、市民が生き生きと暮らせ

る魅力あふれる都市であり続けます。 

 また、年齢や性別、障害の有無や国籍にとらわれることなく、多様な個性を尊重し、

市民自らが多様な力を地域社会で発揮します。 

 市民の意識と行動が、これからの横浜を形づくります。新しい「横浜らしさ」を生

み出し世界に発信することで横浜は常に新たな魅力と活力を創造し続けます。 

 

横浜の都市像 

 

人も企業も躍動する 

活力あふれる都市を 

目指します。 

環境の港を目指します。 

豊かな生活環境のある

快適で暮らしやすい都

市を目指します。 

世界の知識と知恵の

拠点を目指します。 

いつまでも心豊かに暮ら

せる都市を目指します。 

都市像を支える５つの柱 
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（2）基本政策 

現下の様々な課題に対応するため、まず、市民の暮らしの充実を重視し、子育て

や身近な暮らしの安心・充実など市民生活に広がる不安に対応していきます。その

うえで、地域経済の活性化や環境行動の推進に取り組んでいきます。 
 

ア 基本政策 1：安心してこどもを産み、育てる取組 

分野 ①こども  ②教育 

背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安心して子育てができる社会の確立 

政策課

題例 

 

安心して、こどもを産み、育てる街を実現していくため、 

 ○保育所待機児童の解消 

 ○きめ細かな教育の推進 

 

などに取り組んでいきます。 

 

イ 基本政策 2：身近な暮らしの安心、充実に向けた取組 

分野 ①福祉・保健・医療  ②安全で、住みやすいまちづくり  ③行政の運営 

背景 

 

 

 

 

 

 

 

○身近な暮らしの安心、充実 

 

 

 

 

 

 

 

政策課

題例 

 

 

 

 

 

身近な暮らしの安心、充実を確保するため、 

 ○産科・小児医療、救急医療体制の充実 

○地域でのケアを支える在宅サービスや介護施設の充実 

 ○障害者福祉の充実 

 ○格差社会問題への対応 

 ○多文化共生社会の推進 

 ○参加と協働による地域自治の推進 

○コンパクトで活力ある郊外部のまちづくり 

などに取り組んでいきます。 

＜高齢者の介護サービスと住まいに対する考え方の状況＞ 
誰もが、地域でのつながりを

大切に、安心して暮らしていく

ことを望んでいますが、人々の

生活不安は高まっています。 

誰もが住み慣れた地域で生き

生きと暮らしていけるような、

身近な暮らしの安心、充実に向

けた対応が求められています。 

＜保育所定員数と待機児童数の推移＞ 

 「尐子・高齢」社会が進展してい
く中では、社会の宝である、こども
たちの未来こそが、本市の明るい未
来です。しかし、保育所待機児童の
増加や、学校で起きている様々な問
題など、安心して、こどもを産み、
育てる環境が十分には整っていな
い現状があります。 

こどもたちの明るい未来のため
に、安心してこどもを産み、育てる
ための取組が求められています。 
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宅で在宅介護
サービスを受
け暮らしたい

将来介護を受
けられる老人
ホームなどに
入所したい

介護が必要になっ
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資料：「21年4月1日現在の保育所待機児童数」 

 

資料：「平成19年度高齢者実態調査」 

 


